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太陽光・風力発電やコージェネレーションなどの様々な分散電源の発電設備を電力系

統へ接続する際には、電力会社（一般送配電事業者）と発電設備設置者との間でその条

件について十分に協議を行う必要があります。 

 

その協議に必要となる技術要件を明確にするため、「電気設備の技術基準の解釈」及び

「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」の内容をより具体的に示した「系

統連系規程」が制定されています。 

 

このたび、近年の太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの急速な普及など

取り巻く環境の変化に対応するために既に公表されている追補版の内容に加え、第 85

回日本電気技術規格委員会（平成 28 年 3 月）で承認された改定内容を反映し、｢系統

連系規程（JEAC9701-2016）｣として発刊いたしました。 

 

分散型電源の系統連系関係の業務に従事される方々に必携となる 1冊です。 
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系統連系規程（JEAC 9701-2016）の主な改定の概要 
平成 27年度に検討した技術案件とともに、これまでの追補版及び「電気設備の技術基準の解釈」や

「電力品質確保に係わる系統連系技術要件ガイドライン」の改定内容を反映し、改定しています。 

 

○平成 27年度検討案件〔第 85 回日本電気技術規格委員会（平成 28 年 3 月）承認〕内容の反映 

 

○追補版（平成 24 年 8 月以降）の内容の反映 

 

○最新の電技解釈・ガイドラインの改定内容の反映 

 

 

 

①供給電圧 110 V 超過時の電圧上昇対策の根拠の追加 
②低圧発電設備における自動電圧調整装置（AVR）の動作時限の留意事項の追加 
③ガスエンジン（2 kW 以上）に対するFRT（系統擾乱時における運転継続性能）要件の規定の追加 

 2013 年（平成 25 年）追補版（その 1） 

・蓄電池，燃料電池，ガスエンジンのFRT 要件に
関する規定の追加 

 

 2013 年（平成 25 年）追補版（その 2） 

＜低圧配電線との連系要件＞ 

①自立運転に係る規定の追加 

②逆潮流有りの分散型電源と逆潮流無しの分散
型電源を設置する際の連系要件の明確化 

＜高圧配電線との連系要件＞ 

③大規模発電設備（同一構内に複数台のパワー
コンディショナを設置する場合）の技術要件
の明確化 

＜特別高圧電線路との連系要件＞ 

④中性点接地装置以外の異常電圧の対策 

⑤発電設備等設置者保護装置（特別高圧連系）
構成例 逆変換装置を用いた逆潮流有りの連
系他の追加 

 

 2014 年（平成 26 年）追補版（その 1） 

・三相のパワーコンディショナを低圧系統に連系
する場合の規定の明確化 

・配電用変電所の逆潮流の制限に係る規定見直し 

 2014 年（平成 26 年）追補版（その 2） 

・FRT 要件と保護リレー等の整定値との整合性の明確化 

・特別高圧電線路における保護リレーに係わる規定の追加 

・特別高圧電線路における電圧・周波数の適正維持に係わる
規定の明確化 

・異なる種類の発電設備等を組み合わせる場合のFRT 要件
の明確化 

・風力発電設備（小形）他に係るFRT 要件の規定の追加 

 

 2015 年（平成 27 年）追補版（その 1） 

・低圧連系における電圧上昇対策の追加 

・AC モジュール用マイクロインバータに係わる規定追加 

・低圧三相機向け単独運転検出方式の系統連系規程への反映 

・高圧配電線に連系する発電設備等における系統復電時の再
並列運用に関する規定の追加 

 

 2015年（平成 27 年）追補版（その 2） 

・電気自動車等の位置付けの明確化 

・高圧連系における発電設備等設置者保護装置構成例の追加 

・契約電力の電圧区分変更時の取り扱いの明確化 

①電気事業法の改正に伴う見直し 
②常時電圧変動対策について自動電圧調整装置の省略条件の削除 
③二次励磁制御巻線誘導発電機の取扱いの明確化 
④低圧太陽光発電所に係わるFRT要件の追加 
⑤蓄電池、燃料電池、ガスエンジン発電に係わるFRT要件の追加 
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